
給水装置施工基準の一部改定について
埋設深度の変更

１．改定理由
・現在佐世保市給水装置施工基準において、給水管の埋設深さ
を最低0.6ｍ以上確保するように定めている。
しかし、分岐時にサドル分水栓から分岐する場合、埋設深さを
十分に確保することができない状況である。

0.6m以上

0.6m未満道路管理者からの通知より、埋設物は最低0.6ｍ以上の深さを確
保するよう指導がきているが、それが満たされていない。

それを満たすために、埋設深度の改定を行う



改定内容

布設する管の口径が75ｍｍ以上のものは、埋
設深度を0.8ｍ以上とする。
口径が40、50ｍｍのものは、埋設深度を0.7ｍ
以上とする。

Φ40，50

0.7ｍ以上 0.8ｍ以上

Φ75ｍ以上

（運用時期）
令和７年10月1日より適用


